

[image: ][image: ]


[image: ]


令和8年４月1日
グループ各位

リファラル採用制度【改定通知書】

この度、リファラル採用制度の内容を一部改定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

＜主な変更点＞
今回の改定では以下の内容を変更いたします。
・推薦フローを簡略化
・インセンティブ報酬の支給時期の変更
・リファラル会食制度の承認者を「マネージャー」へ変更

＜リファラル制度概要＞
本制度は社員の皆さまにリクルーターとして、グループ各社にマッチする人材を皆さまの人脈からご紹介いただく制度です。候補者ご本人の意思に基づき、応募・選考へのプロセスへ進むことを前提とします。候補者の応募意思を確認された場合には、履歴書と合わせて「推薦状（応募フォーム）」をご提出いただき、選考を進めます。

＜推薦・選考フロー＞
1 マネージャーを通じて人事に候補者情報を共有(履歴書・推薦状の提出)
2 提出情報を基に、通常の選考フローにて選考を実施
3 必要に応じて会食の実施有無を判断し、実施する場合は事前申請のうえ経費精算をおこなう

＜適用範囲＞
グループに所属する正規社員および契約社員

＜リファラル採用対象者＞
下記に該当する場合は対象外となります。
・グループ社員、または元社員
・ビジネスパートナー（顧客／派遣社員等の引き抜き行為に該当する場合）

＜禁止行為＞
以下の行為は禁止とします。
1. 業務に影響を及ぼす行為（顧客との関係性に影響を与える行為等）
2. SNS等を通じ、不特定多数へ紹介を募る行為
3. 公序良俗に反する方法での勧誘（辞職を前提とした勧誘など）
4. 虚偽または不正確な情報を会社へ提供する行為
5. 候補者に対し、秘匿性の高い会社情報を提供する行為
6. その他、本制度の趣旨に反すると会社が判断する行為

＜インセンティブ報酬＞
リクルーターに対して10万円を支給
※本報酬は給与所得として課税対象となるため、支給時に所得税等が徴収され、
実際の支給額は差し引き後の金額となります。

＜インセンティブ算定期間・支給日＞
6か月の試用期間を終了し、正社員登用された場合、翌月の給与にて支給

＜リファラル会食制度＞
紹介による採用を目的とした会食に対して、以下の条件で経費精算を認めます。
1. 事前に経費精算ツールにて申請し、承認を得ていること
2. 会食費は1名あたり5,500円（税込）以内とする
3. 実施後、経費精算システムより申請・精算をおこなう
4. 実施後、上司(承認者)へ会食結果を報告する

適用日：令和8年4月1日付
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